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 ４つの特別区に分割した後の行政の事務分担などについては、「大阪
府・大阪市大都市制度（特別区設置）協議会」（通称「法定協議会」）
が取りまとめた「特別区設置協定書」に記載されています。しかしそ
こで書かれていることは、「○○の事務は特別区が行う」「△△の事務
は大阪府が行う」などの事務の振り分けだけで、振り分けた後の事務
がどのように行われるのか、本当に市民のくらしに問題が生じないの
かなどについては何も説明されていません。
　そのような中、市民から様々な心配の声が寄せられたことから、法

定協議会は新たに、「特別区の設置の際
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は、大阪市が実施してきた特
色ある住民サービスは内容や水準を維持
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する」「特別区の設置の日以
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後
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において…（中略）…その内容や水準を維持するよう努める
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」との
文言を協定書に加えました。しかしどのサービスが「特色」があるも
のなのかも不明ですし、特別区に移行後は「努める」というだけでサー
ビス水準を何ら保障するものではありません。
　とりわけ障害者施策に関しては、下に示すような問題が生じること
が懸念されています。

介護保険と障害者施策

柔軟な対応が困難に

　特別区への移行後、介護保険事務は４つの特別区にま
たがる「一部事務組合」が担当し、障害者総合支援法の
施策は特別区が担当します。
　65 歳を超えた障害者には介護保険が優先適用される、
いわゆる障害者の「65歳問題」について、これまで大
阪市は障害者一人ひとりの要望をふまえた柔軟な対応を
行ってきました。こうしたことができてきたのは、介護
保険・障害者総合支援法の双方のサービスを、大阪市が
担当し運営してきたからです。
　ところが特別区が設置されると、介護保険サービスの
権限はすべて一部事務組合に移されてしまい、特別区か
らは直接口出しはできません。そのため介護保険サービ
スと障害福祉サービスの利用調整が困難となってしまい
ます。

無料乗車証やグループホーム無料乗車証やグループホーム

はどうなる？はどうなる？

　旧・市営交通の無料乗車証の事務は、4 つの特別区に
移管されます。移管後もこの制度が継続して実施するかど
うかは各特別区ごとの判断にまかせられます。
　またこれまで大阪市は、障害者のグループホームへのス
プリンクラー設置について特例基準を設けて新規開設が
しやすくなるよう対応してきましたが、特別区移行後の対
応については何も明らかにされていません。この特例がな
くなれば、今いるグループホームから出ていかなくてはな
らない利用者が出てくることが心配されます。
　

様々な住民向けサービス

財源難で継続が困難に

　大阪市廃止後はさまざまな住民サービスを特別区が担
当します。「ニア・イズ・ベター」などと特別区に移さ
れることが良いことのようにも言われていますが、それ
はすべて財源があっての話です。
　実際には法人市民税・固定資産税をはじめ多額の税源
が大阪市から大阪府に移されてしまい、新たにできる特
別区は大阪府から支給される「交付金」をあてにしない
と財源が確保できません。これでは少ない大阪府の「交
付金」を４区で奪い合う事態も生じかねません。また国
から支払われる「地方交付税」も、毎年 200 億円ほど
不足すると言われています。
　これまで大阪市が比較的豊かな財源に支えられて実施
してきた様々な施策が、財源不足を理由に後退する心配
が広がっています。実際に 2016 年 4 月から大阪市立
特別支援学校が大阪府に移管されましたが、「水準は後
退させない」と約束していたにもかかわらず、教育諸条
件は大きく後退してしまいました。
　

これまで２４区がつみ上げてきた住民自治が
　大阪市廃止で断ち切れに？

　大阪市は、障がい者の地域における生活を支援し、自立と社会
参加を促進するため各区に地区自立支援協議会を設置し、相談支
援事業や障害者福祉に関した様々な協議を行ってきました。区に
よっては、自立支援協議会を中心に事業所間のつながりや、地域
の社会資源マップ作り、福祉避難所に指定された事業所間の連携

など、地域の実情に応じた取り組みをすすめてきました。同様に
24 区ごとに様々な場面で住民自治を積み上げてきた歴史があり
ます。特別区の設置でこれまでの積み上げはどうなるのでしょう
か？この点について大阪市は、「詳細な制度設計はこれから」と
しか回答しません。

まだまだわからないことだらけ　だから…　
このままでの見切り発車にストップをかけましょう

　特別区でどのような施策が行われるのか？　大阪市に尋ねても
「これから決める」としか答えてくれません。まるで今後のこと
は将来の「知事や区長に白紙委任してください」と言っているよ
うです。
　自治体の未来は住民が主体となって決めていくべきものです。

決してひとりの「リーダー」が勝手気ままに絵をかいて住民に押
し付けてよいというものではありません。おまけに政令市が廃止・
解体されると、元にもどす法律がないために二度と大阪市にかえ
ることはできません。いま一度立ち止まって、冷静に考え議論し
ていくことこそ大切なのではないでしょうか。

区民の声を、 しっかりと受けとめるには程遠い議員定数
　４つの特別区に設置される「区議会」。議員数はもともと政令
市の中で市民一人当たりの議員数が、３番目に少ない大阪市議会
議員の定数を４つにわけたものとなります。そのため人口が同規
模の都市と比べて議員数は圧倒的に不足します。人口 64 万人の

船橋市は定数 50 ですが、人口 65 万人の天王寺区は 19 人。人
口 69 万人の静岡市は定数 68 ですが、人口 70 万人の中央区は
23 人。これでは議会での審議や区政の監視機能など、区議会が
果たさなければならない役割が大きく制約されてしまいます。

当事者参加で議論を積み上げてきた、 主な障害関連機関
　障害者総合福祉法に基づくサービスの整備目標等を定める「障
害福祉計画」、障害児者の地域生活の課題などを協議し解決して

いく「障害者自立支援協議会」、避難行動要援護者などへの支援
の在り方を検討する「防災会議」などで議論を進めてきました。

◆一部事務組合／４つの特別区が共同で設置する事
務組合。120 の事務を 400 人の職員で担当する。
◆65歳問題／65歳に達した障害者に介護保険サー
ビスが優先されることから生じる一連の問題。自
治体には柔軟な対応が求められている。　

◆スプリンクラー設置の特例基準／ 2015 年に改正
消防法が施行され、支援区分 4以上の利用者が 8
割を超えるグループホームにはスプリンクラー設
置が義務付けられた。大阪市はその要件を緩和し
利用者が継続利用できるよう対応している。　

◆大阪府に移行する税源と財政調整交付金／大阪府
に移行される税源は、法人市民税、固定資産税、
都市計画税、事業所税など。そのため特別区には
財源不足を補うために毎年財政調整交付金が交付
されることになっている。　

府下市町村にも大きな影響が

　
　大阪市の解体は府下にも大きな影響を与えます。
　大阪府の行政機能が開発や成長戦略に集中することか
ら、住民福祉の拡充と市町村との協力がおきざりにされ
てしまいます。また、特別区設置後は近接する自治体は
住民投票をしなくても、議会の決議だけで特別区に編入
されてしまいます。大阪市の解体・特別区の設置は全府
民が直面する重大事でもあります。


